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総

務

省

○

告
示
第
四
号

経
済
産
業
省

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
二
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き

公
表
す
る
。

令
和
元
年
七
月
十
二
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

総

務

省

創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六
年

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

経
済
産
業
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

一

目
的

一

目
的

こ
の
指
針
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五

こ
の
指
針
は
、
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
創
業
支

年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百

援
等
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
こ
と
に
よ

二
十
六
条
第
一
項
の
創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
す

り
、
創
業
支
援
等
事
業
の
適
切
な
実
施
を
図
り
、
も
っ

る
指
針
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
創
業
支
援
等
事
業
の

て
地
域
の
資
源
を
活
用
し
た
創
業
の
促
進
及
び
創
業
に

適
切
な
実
施
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
の
資
源
を
活
用
し

関
す
る
普
及
啓
発
を
通
じ
た
創
業
機
運
の
醸
成
に
寄
与

た
創
業
の
促
進
及
び
創
業
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
通
じ

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

た
創
業
機
運
の
醸
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

四

創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
し
て
市
町
村
が
果
た

四

創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
し
て
市
町
村
が
果
た
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す
べ
き
役
割
に
関
す
る
事
項

す
べ
き
役
割
に
関
す
る
事
項

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］

ハ

認
定
市
町
村
は
、
創
業
支
援
等
事
業
を
実
施
す
る

ハ

認
定
市
町
村
は
、
創
業
支
援
等
事
業
を
実
施
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
創
業
支
援
等
事
業
に
よ
り
支
援
を

に
当
た
っ
て
は
、
創
業
支
援
等
事
業
に
よ
り
支
援
を

受
け
て
創
業
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
中
小
企
業
等
経

受
け
て
創
業
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
中
小
企
業
等
経

営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
十

営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

関
と
の
連
携
等
に
よ
り
創
業
支
援
等
事
業
を
継
続
し

関
と
の
連
携
等
に
よ
り
創
業
支
援
等
事
業
を
継
続
し

て
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

て
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ニ

［
略
］

ニ

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


